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木村　和由

全
国
税

差
別
解
消
の
証
と

し
て
、
次
の
要
求
を
実
現
す

る
こ
と
。

①
６
級
ポ
ス
ト
昇
任

高
橋
浩
司
（
浦
和
・
専
１５
）

蔵
原
保
市
（
京
橋
・
専
２０
）

野
間
和
彦
（
四
谷
・
普
４２
）

羽
柴
哲
司
（
高
岡
・
専
１５
）

長
谷
川
健
（
茨
木
・
普
４２
）

田
中
一
喜
（
東
・
普
４６
）

丸
山
哲
也
（
宇
治
・
普
４７
）

前
川
幸
徳
（
高
松
・
普
４１
）

②
６
級
昇
格

桂
山
千
代
典
（
仙
台
中
・
普

３８
）

山
本
隆
（
京
橋
・
普
４４
）

上
田
孝
（
豊
能
・
普
４４
）

③
５
級
昇
格

長
沼
敦
志
（
帯
広
・
普
４９
）

塩
谷
亮（
福
島
・
府
省
間
４
）

西
村
幸
一
（
葛
飾
・
普
４６
）

当
局

所
属
職
員
団
体
加
入

の
如
何
で
差
別
は
し
て
い
な

い
。

全
国
税

差
別
し
て
い
な
い

な
ら
、
７
月
の
発
令
で
結
果

を
出
す
こ
と
。

全
国
税

パ
ワ
ハ
ラ
が
絶
え

な
い
。
各
地
か
ら
被
害
の
声

が
届
い
て
い
る
。

当
局

職
員
一
人
一
人
の
能

力
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
た

め
に
は
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の

な
い
、
明
る
く
風
通
し
の
良

い
職
場
環
境
を
醸
成
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
と
認
識
し

て
お
り
、
様
々
な
施
策
を
講

じ
て
い
る
。

全
国
税

「
お
前
ら
は
俺
の

し
も
べ
だ
」
と
か
、
再
任
用

職
員
に
対
し
「
老
人
戦
隊
サ

イ
ニ
ン
ヨ
ー
」
等
と
発
言
し

て
い
る
者
も
い
る
。
被
害
者

か
ら
は
訴
え
に
く
い
。
周
囲

が
気
を
付
け
る
こ
と
が
重
要

だ
。

当
局

改
め
て
各
局
へ
対
応

を
指
示
し
た
い
。

全
国
税

７
月
で
辞
め
た
非

常
勤
職
員
が
、
ほ
ぼ
毎
日
イ

ジ
メ
の
よ
う
な
態
度
を
と
ら

れ
て
い
た
。
「
ど
う
せ
辞
め

る
か
ら
」
と
訴
え
る
こ
と
は

し
な
か
っ
た
が
、
「
長
年
勤

め
て
い
た
方
だ
っ
た
だ
け

に
、
良
い
職
場
だ
っ
た
と
気

持
ち
よ
く
辞
め
て
欲
し
か
っ

た
」
と
、
周
り
か
ら
声
が
あ

が
っ
て
い
る
。

当
局

そ
う
い
う
こ
と
の
な

い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
局
署
で
適
切
に
す
る

よ
う
指
示
す
る
。

全
国
税
は
２
月
１
日
、藤
井
長
官
と
今
期
３
回
目
の
団
体
交
渉
を
行
い
ま
し
た
。

交
渉
で
は
、
各
地
で
相
次
い
で
発
覚
し
た
パ
ワ
ハ
ラ
へ
の
対
応
を
求
め
る
と
と

も
に
、
確
定
申
告
期
、
管
理
運
営
部
門
、
公
正
で
明
朗
な
人
事
、
組
合
差
別
の
根

絶
、
非
常
勤
職
員
の
労
働
条
件
、
障
が
い
者
雇
用
、
研
修
所
で
の
ラ
ジ
オ
体
操
強

制
の
課
題
等
各
種
課
題
で
の
要
求
実
現
を
迫
り
ま
し
た
。

全
国
税

中
高
年
層
の
処
遇

を
改
善
す
る
こ
と
。

当
局

上
席
の
職
責
は
高
ま

っ
て
お
り
、
人
事
院
に
対
し

「
上
席
６
級
格
付
け
」
を
要

望
し
て
い
る
が
、
厳
し
い
姿

勢
で
あ
り
認
め
ら
れ
て
い
な

い
。

全
国
税

国
際
化
・
高
度
情

報
化
に
よ
り
事
務
量
そ
の
も

の
が
大
幅
に
増
加
し
、
そ
の

中
で
職
員
は
一
生
懸
命
働
い

て
い
る
。
人
事
院
に
対
し
更

に
要
求
せ
よ
。

ラ
イ
フ
ワ
ー
ク

バ
ラ
ン
ス

全
国
税

ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
バ

ラ
ン
ス
が
実
効
性
の
あ
る
も

の
と
な
る
よ
う
な
、
配
転
を

実
現
す
る
こ
と
。

当
局

人
事
配
置
の
基
本
は

従
来
の
考
え
ど
お
り
、
職
員

個
々
の
事
情
や
本
人
の
意
向

を
把
握
し
、配
慮
し
て
い
る
。

人
事
は
打
診
を
し
て
行
う
と

い
う
考
え
は
な
い
が
、
個
々

の
身
上
に
配
意
し
て
い
る
。

全
国
税

本
人
が
希
望
を
し

て
い
な
い
の
に
局
間
配
転
を

強
い
ら
れ
、
単
身
赴
任
さ
せ

ら
れ
た
職
員
が
い
る
。
ラ
イ

フ
ワ
ー
ク
バ
ラ
ン
ス
に
配
慮

す
る
こ
と
は
当
局
の
責
任

だ
。再

任
用

全
国
税

再
任
用
職
員
の
処

遇
を
改
善
す
る
こ
と
。

当
局

給
与
等
、
処
遇
の
改

善
は
、
現
職
職
員
の
処
遇
に

も
配
意
し
つ
つ
、
適
材
を
適

所
に
、
勤
務
成
績
な
ど
を
総

合
勘
案
し
て
い
く
。
勤
勉
手

当
は
法
令
の
定
め
に
従
い
予

算
の
範
囲
内
で
支
給
し
て
い

る
。
宿
舎
入
居
と
共
済
組
合

へ
の
加
入
の
要
望
に
つ
い
て

は
、
関
係
機
関
に
働
き
か
け

て
い
る
。

ラ
ジ
オ
体
操

全
国
税

普
通
科
生
に
対
す

る
朝
の
ラ
ジ
オ
体
操
強
要
は

や
め
る
こ
と
。

当
局

適
切
な
指
導
が
行
わ

れ
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て

い
る
。
ラ
ジ
オ
体
操
を
含
め

大
事
に
育
て
て
い
る
。

全
国
税

非
常
勤
職
員
で
の

採
用
が
始
ま
っ
て
い
る
が
、

再
度
確
認
す
る
。

長
官

昨
年
１０
月
２３
日
に
公

務
部
門
に
お
け
る
障
害
者
雇

用
の
基
本
方
針
が
決
定
さ

れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
研
修

や
職
場
見
学
会
を
実
施
し
て

い
る
。

厚
生
管
理
官

ハ
ー
ド
面
で

は
、通
路
に
物
を
置
か
な
い
、

机
の
高
さ
を
調
節
す
る
、
さ

ら
に
車
い
す
用
机
の
配
備
な

ど
を
行
っ
て
い
く
。
職
員
の

方
の
障
害
に
合
わ
せ
て
予
算

を
確
保
し
て
い
く
。

全
国
税

職
員
の
意
識
は
ま

だ
低
い
。
ｅ
―
ラ
ー
ニ
ン
グ

だ
け
で
は
不
十
分
だ
。
き
ち

ん
と
時
間
を
確
保
し
て
も
ら

い
た
い
。

平
成
３０
年

分
確
定
申
告

期
の
期
前
の

相
談
で
は
、

名
古
屋
局
の

一
部
の
署

で
、
事
前
予
約
に
よ
る
相

談
が
行
わ
れ
た
。
「
調
査

件
数
（
日
数
）
確
保
」
の

体
制
作
り
だ
ろ
う
か
。
来

年
は
全
署
へ
の
拡
大
も
予

想
さ
れ
る
▼
今
年
の
１０
月

１
日
か
ら
消
費
税
１０
％
へ

の
引
上
げ
が
予
定
さ
れ
て

い
る
。
マ
ス
コ
ミ
で
も
取

り
上
げ
ら
れ
る
８
％
と
１０

％
の
区
分
の
複
雑
さ
に
は

驚
く
ば
か
り
だ
▼
①
映
画

館
で
の
ポ
ッ
プ
コ
ー
ン
の

販
売
は
？
②
ホ
テ
ル
の
ル

ー
ム
サ
ー
ビ
ス
は
？
③
栄

養
ド
リ
ン
ク（
炭
酸
飲
料
）

の
販
売
は
？
④
栄
養
ド
リ

ン
ク
（
医
薬
品
、
医
薬
部

外
品
）
の
販
売
は
？
答
え

は
、②
と
④
が
１０
％
▼「
軽

減
税
率
」
と
い
う
呼
び
方

に
も
違
和
感
。
「
税
率
据

置
き
」
で
は
い
か
が
だ
ろ

う
か
。

公
正
で
明
朗
な
人
事
を

公
正
で
明
朗
な
人
事
を

藤井国税庁長官

長
官「
継
続
的
な
人
格

否
定
は
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」

長
官「
継
続
的
な
人
格

否
定
は
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」

障
が
い
者
雇
用

障
が
い
者
雇
用

▼
当
局
を
追
及
す
る
組
合

組
合
差
別
解
消
は

結
果
が
す
べ
て

組
合
差
別
解
消
は

結
果
が
す
べ
て

稗田中央執行委員長
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非
常
勤
職
員
の
嘆
き

【
愛
知
東
支
部
】

財
務
省
（
不
祥
事
）

再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
？

【
関
信
地
連
】

全
国
税

①
来
署
者
削
減
の

具
体
策
は
？
②
立
ち
っ
放
し

の
相
談
等
は
や
め
る
こ
と
。

③
連
日
や
２
時
間
を
超
え
る

超
勤
を
さ
せ
な
い
こ
と
。
定

時
退
庁
日
を
厳
守
す
る
こ

と
。

当
局

①
Ｉ
Ｃ
Ｔ
利
用
、
大

口
源
泉
徴
収
義
務
者
へ
の
周

知
、
Ｉ
Ｄ
パ
ス
ワ
ー
ド
や
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
専
用
画
面
の

周
知
・
広
報
な
ど
。
②
立
っ

て
行
う
事
務
を
一
日
中
や
ら

な
い
工
夫
を
行
う
。
③
超
勤

縮
減
は
大
切
。
や
む
を
得
ず

お
願
い
す
る
こ
と
が
あ
る
。

全
国
税

Ｉ
Ｄ
パ
ス
ワ
ー
ド

の
取
得
状
況
は
？

当
局

１２
月
現
在
で
約
４
６

５
万
件
。

全
国
税

住
宅
ロ
ー
ン
控
除

誤
り
の
処
理
を
最
優
先
と
す

る
こ
と
。
誤
り
は
、
申
告
審

理
や
事
後
処
理
等
が
軽
視
さ

れ
た
か
ら
だ
。

当
局

新
た
に
発
生
し
た
事

務
な
の
で
計
画
見
直
し
を
指

示
す
る
。
シ
ス
テ
ム
等
の
反

省
点
も
あ
る
。

全
国
税

①
「
雇
い
止
め
」

は
行
わ
な
い
こ
と
。
②
継
続

雇
用
の
希
望
を
確
認
し
、
希

望
者
は
優
先
的
に
採
用
を
。

③
勤
務
時
間
や
勤
務
日
数
は

希
望
の
尊
重
を
。
④
「
ア
ル

バ
イ
ト
予
算
」
の
確
保
を
。

⑤
障
が
い
者
雇
用
の
予
算
は

別
枠
（
検
証
で
き
る
予
算
措

置
）
で
確
保
す
る
こ
と
。

当
局

①
②
制
度
官
庁
か
ら

は
再
採
用
が
当
然
と
の
誤
解

を
与
え
な
い
よ
う
言
わ
れ
て

お
り
、適
正
に
行
っ
て
い
る
。

③
業
務
遂
行
の
必
要
性
に
基

づ
き
、
公
募
時
に
採
用
条
件

を
示
し
て
い
る
。
④
⑤
予
算

は
必
要
な
も
の
を
確
保
し

た
。
予
算
の
効
率
的
運
用
の

観
点
か
ら
一
体
と
し
て
執
行

す
る
が
、
障
が
い
者
の
特
性

に
応
じ
て
、
全
体
と
し
て
よ

り
良
い
体
制
と
し
た
い
。

全
国
税

①
障
が
い
者
雇
用

で
は
正
規
転
換
も
検
討
さ
れ

て
い
る
。
非
常
勤
職
員
全
体

で
正
規
転
換
を
。
②
フ
ル
タ

イ
ム
募
集
が
無
く
、
選
べ
な

い
。
一
律
５
・
５
時
間
勤
務

と
し
た
の
は
庁
当
局
だ
。

当
局

①
障
が
い
者
の
ス
テ

ッ
プ
ア
ッ
プ
採
用
制
度
を
適

切
に
運
用
し
て
い
く
。
障
が

い
の
無
い
人
の
制
度
は
無

い
。
②
フ
ル
タ
イ
ム
募
集
が

全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

一
律
に
縛
り
を
か
け
て
い
な

い
。

全
国
税

フ
ル
タ
イ
ム
は
職

場
の
要
求
だ
。

全
国
税

①
６
月
ま
で
の
繁

忙
期
に
見
合
う
十
分
な
人
員

や
事
務
精
通
者
の
配
置
を
。

②
非
常
勤
職
員
等
の
人
員
を

十
分
確
保
す
る
こ
と
。
③
郵

送
分
開
封
や
申
告
書
入
力
事

務
は
挙
署
一
体
で
行
う
こ

と
。

当
局

①
前
年
の
事
務
実
績

や
職
員
の
意
見
反
映
さ
せ
て

い
る
。
小
規
模
署
の
広
域
運

営
に
も
努
め
て
い
る
。
②
非

常
勤
職
員
に
で
き
る
こ
と
を

明
確
に
し
、
局
署
の
要
請
に

応
じ
人
員
を
確
保
す
る
よ
う

に
指
示
し
て
い
る
。
③
一
体

運
営
、
弾
力
配
置
、
非
常
勤

職
員
の
活
用
等
様
々
な
方
策

を
し
て
い
く
。

全
国
税

４
月
〜
５
月
の
１０

連
休
で
は
、
入
力
期
限
の
後

ろ
倒
し
な
ど
対
策
を
。

当
局

事
務
連
絡
を
発
出
し

た
。入
力
期
限
等
は
検
討
中
。

全
国
税

新
元
号
へ
の
準
備

状
況
は
？

当
局

Ｋ
Ｓ
Ｋ
は
４
月
１
日

の
新
元
号
公
表
後
の
改
修
で

対
応
可
能
。手
書
き
書
面
は
、

ゴ
ム
印
訂
正
も
あ
り
得
る
。

ク
レ
ー
マ
ー
納
税
者
へ

の
対
応
は
各
部
門
の
連
調

以
上
が
行
う
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
あ
る
日
、
強
烈

な
ク
レ
ー
マ
ー
納
税
者
が

来
署
し
、
受
付
の
非
常
勤

職
員
は
担
当
部
門
へ
連
絡

し
ま
し
た
が
担
当
者
は
し

ば
ら
く
現
れ
ず
。
納
税
者

は
「
ど
れ
だ
け
待
た
せ
る

ん
だ
！
早
く
連
絡
し
ろ

！
」
と
受
付
の
非
常
勤
職

員
を
怒
鳴
り
つ
け
た
。
こ

の
時
非
常
勤
職
員
は
納
税

者
へ
「
連
絡
し
て
い
ま
す

の
で
、
し
ば
ら
く
お
待
ち

く
だ
さ
い
」
と
職
員
へ
受

付
の
応
援
ベ
ル
を
鳴
ら
し

た
。
し
か
し
、
職
員
の
応

援
は
な
く
担
当
部
門
か
ら

も
対
応
さ
れ
ず
「
な
ん
で

待
た
せ
る
、
俺
が
会
い
に

行
く
ぞ
！
」
「
申
し
訳
あ

り
ま
せ
ん
。
お
待
ち
く
だ

さ
い
」「
お
前
い
く
つ
だ
。

年
だ
け
取
り
や
が
っ
て
謝

る
こ
と
し
か
で
き
ん
の
か

！
」
「
申
し
訳
あ
り
ま
せ

ん
」○

○
統
括
官
は
遠
目
で

見
て
い
た
だ
け
。

財
務
省
の
不
祥
事
は
ト

ッ
プ
に
ま
で
上
り
詰
め
た

キ
ャ
リ
ア
の
問
題
で
す

が
、
こ
の
財
務
省
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
に
対
し
様
々
な
意

見
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。

○
「
組
織
全
体
の
問
題
と

し
て
」
と
は
冗
談
じ
ゃ
な

い
。
今
回
の
一
連
の
問
題

は
財
務
特
権
官
僚
と
政
治

家
の
問
題
だ
。

○
今
回
の
森
友
、
セ
ク
ハ

ラ
、
文
書
改
ざ
ん
は
多
く

の
職
員
に
関
係
な
い
し
責

任
は
な
い
と
思
っ
て
い

る
。

○
全
国
税
を
敵
視
し
た
文

章
を
長
年
に
わ
た
り
「
確

認
で
き
な
い
」
と
す
る
隠

蔽
体
質
は
変
わ
っ
て
い
な

か
っ
た
だ
け
。
た
ま
た
ま

不
祥
事
が
表
に
出
た
が
、

こ
の
体
質
こ
そ
改
め
る
べ

き
だ
。

○
問
題
は
、
一
連
の
不
祥

事
の
原
因
や
改
革
の
道
筋

を
一
般
職
員
も
参
加
し
て

財
務
省
を
挙
げ
て
改
革
に

取
り
組
む
こ
と
が
は
た
し

て
で
き
る
か
否
か
だ
。

○
「
公
正
と
誠
実
、
矜
持

と
責
任
、
奉
仕
者
と
し
て

の
モ
ラ
ル
、活
発
な
議
論
、

行
政
運
営
の
透
明
性
」
等

を
ど
う
や
っ
て
高
め
る
の

か
は
言
う
は
易
し
だ
が
…

…

管
運
も
多
忙
期

人
員
・
精
通
者
の
配
置
を

健康最優先の事務運営を健康最優先の事務運営を

星屋総務課長

一人の死亡者・病人も出すな一人の死亡者・病人も出すな

当局幹部

１０連休、
新元号対応
どうなる？

非
常
勤
職
員
の
賃
金
引
上
げ

３０
確
申
期

休
暇
制
度
等
の
処
遇
改
善
を

組合執行部

高橋誠副委員長

塩谷中執


